
①

※申込み多数の場合

【なし】

【あり】

②

③

④

木造住宅耐震改修工事助成事業　申請手続きの流れ
【耐震改修工事】

角田市 申請者

設計

必ず交付決定後の

契約となります

書類審査

工事着手

書類審査

事前相談

施工者と契約

公開抽選

補助金交付申請

工事の内容変更

変更承認申請

完了実績報告

交付確定・通知

変更承認・通知

工事完了

補助金の請求

補助金支払い

設計者と契約

【【①補助金交付申請に必要となる書類】

□補助金交付申請書（様式第1号）

□耐震診断の結果の写し

□耐震改修計画書の写し

□改修設計図書の写し

（耐震改修工事に係る部分）

（その他改修工事(リフォーム)に係る部分）

□見積書の写し

（耐震改修工事に係る部分 ）

（その他改修工事(リフォーム)に係る部分）

□その他市長が必要と認めるもの

（以下の書類）

□委任状（代理人が申請手続きをする

場合）

□承諾書（親名義の住宅を同居する

親族が耐震補強する場合等）

□対象住宅に居住する世帯全員の住民票の

写し（記載事項省略のないもの）

（住宅の所有者と申請人が異なる場合等）

□対象住宅の名義が確認できるもの

【②変更承認申請に必要となる書類】

□変更承認申請書（様式第3号）

□変更後の耐震改修工事等の設計図書の写し

□変更後の耐震改修工事等に要する費用の

見積書の写し

□その他市長が必要と認めるもの

【③完了実績報告に必要となる書類】

□完了実績報告書（様式第8号）

□契約書及び領収書の写し

（耐震改修工事に係る部分）

（その他改修工事(リフォーム)に係る部分）

※各契約は書面で交わしてください

□施工箇所ごとの着手前、施工中及び

完了時の写真

（耐震改修工事部分）

（その他改修工事(リフォーム)部分）

□補助金交付決定指令書の写し

□その他市長が必要と認めるもの

【④補助金の請求に必要となる書類】

□補助金支払請求書（様式第10号）

※振込先は本人名義に限ります

交付決定・通知

事前相談



①

※申込み多数の場合

【なし】

【あり】

②

③

④

木造住宅耐震改修工事助成事業　申請手続きの流れ
【建替え工事】

角田市 申請者

必ず交付決定後の

契約となります

書類審査

工事着手

書類審査

事前相談

施工者等と契約

公開抽選

補助金交付申請

工事の内容変更

変更承認申請

完了実績報告

交付確定・通知

変更承認・通知

工事完了

補助金の請求

補助金支払い

【【①補助金交付申請に必要となる書類】

□補助金交付申請書（様式第1号）

□耐震診断の結果の写し

□耐震改修計画書の写し

□建替え建物の設計図書の写し

□見積書の写し

（耐震改修工事に係る部分 ※簡易見積可）

（建替え工事に係る部分）

□その他市長が必要と認めるもの

□委任状（代理人が申請手続きをする場合）

□承諾書（親名義の住宅を同居する親族が

建替えする場合等 従前の名義人が

含まれること）

□対象住宅に居住する世帯全員の住民票の

写し（記載事項省略のないもの）

（既存住宅の所有者以外のものが、建替えす

る住宅の所有者に含まれる場合等）

□既存住宅の名義が確認できるもの（家屋の

登記事項証明書等）

□既存住宅の写真（4面程度）

【②変更承認申請に必要となる書類】

□変更承認申請書（様式第3号）

□変更後の建替え工事等の設計図書の写し

□変更後の建替え工事等に要する費用の

見積書の写し

□その他市長が必要と認めるもの

【③完了実績報告に必要となる書類】

□完了実績報告書（様式第8号）

□契約書及び領収書の写し

（建替え工事に係る部分）

※各契約は書面で交わしてください

□工事写真

（既存建物の撤去が確認できるもの）

（建替え建物 4面程度）

□補助金交付決定指令書の写し

□その他市長が必要と認めるもの

□完了検査済証

【④補助金の請求に必要となる書類】

□補助金支払請求書（様式第10号）

※振込先は本人名義に限ります

交付決定・通知

既存建物の

解体

建替え工事


